
東京都
保健医療計画
令和 6 年 3 月改定

参考資料３
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現状・ こ れま での取組 

１  精神疾患の特性 

○ 気分が沈む、 意欲が出な い、 考え がま と ま ら な いな ど 、 精神疾患は症状が

多様で あ り 、 発症や病状の変化に本人や周囲も 気づき に く いと いっ た 特徴

があ る ほ か、 症状が 身体的な 変調や行動の 障害と し て も 現れる こ と があ り

ま す。  

 

○ 症状が比較的軽いう ち には精神科医療機関を 受診せず、 症状が重く な り

受診し た 時には入院治療が必要な 状態にな っ て いる と い う 場合が少な く あ

り ま せん。  

 

２  精神疾患の患者動向の状況 

○ 精神疾患は 近年そ の 患者数が

増加し て おり 、 令和２ 年には全国

の推定患者数が約 6 2 4 万人と な

っ て いま す。  

 都内の 推定患者数は 令和２ 年

に約 6 9 万人であ り 、 平成 2 9 年

の 約 3 8 万人か ら 増加し て い ま

す。  

 

  

４  精神疾患 

○ 精神障害者及び精神保健に関する課題を有する方が地域で安心して暮ら

すことができるよう、医療、福祉、介護など地域の関係機関が連携した包

括的な支援を受けられる区市町村を中心とした地域の体制づくりを推進し

ます。 

○ 緊急な医療を必要とする精神障害者等が、できるだけ身近な地域で迅速

かつ適切な医療を受けられる体制づくりを推進します。また、災害時にお

いても精神障害者が適切な治療を受けられるよう、災害時精神科医療体制

づくりを推進します。 

○ 多様な精神疾患に対して、治療拠点の整備や普及啓発等により早期に専

門医療につなげるための取組を推進します。 

○ 精神科病院における患者への虐待の未然防止、早期発見、虐待が発生し

た場合の対応等が適切に行われるための体制整備を進めます。 
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○ 都内の入院患者数は約２ 万人であ り 、 平均在院日数は全国平均の３ 分の

２ 程度と 短く 、 平成 2 6 年以降は 2 0 0 日を 切っ て いま す。  

 入院患者の疾病別内訳を 見る と 、統合失調症が 5 1 .9 ％、認知症が 2 3 .8 ％、

う つ病な ど の気分障害が 1 0 .2 ％と いう 構成と な っ て いま す。  

 

○ 一方、 都内の外来患者数は約 6 6 万人であ り 、 疾病別内訳を 見る と 、 う つ

病な ど の気分障害が 3 5 .9 ％、 パニ ッ ク 障害な ど の神経症性障害が 3 2 .7 ％、

認知症が 1 0 .6 ％、 統合失調症が 8 .5 ％と いう 構成と な っ て いま す。  

 

○ 自立支援医療（ 精神通院医療） 利用者は増加傾向が続き 、 令和４ 年度の都

の 給付決定者数は約 2 8 万人で 、 疾病別で は、 う つ病な ど の 気分障害が

4 6 .6 ％、 統合失調症が 2 2 .6 ％と 、 両者で全体の 6 9 .2 ％を 占めて いま す。  

 

 

 

 

   

グラフ（入院患者疾病別内訳）  

グラフ（外来患者疾病別内訳）  

10.7千人, 
51.2%

4.9千人, 23.4%

2.1千人, 10.0%

1.2千人, 5.7%

0.8千人, 3.8%

0.4千人, 1.9%
0.4千人, 1.9% 0.3千人, 1.4%

0.1千人, 0.5%

入入院院患患者者数数のの疾疾病病別別内内訳訳

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害

血管性及び詳細不明の認知症とアルツハイマー病

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

その他の精神及び行動の障害

アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害

てんかん

神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害

知的障害＜精神遅滞＞

その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

資料：厚生労働省「令和２年患者調査」

237.9千人, 
35.8%

216.6千人, 32.6%

70.1千人, 10.5%

56.3千人, 8.5%

40.8千人, 6.1%

35.6千人, 5.4%

3.2千人, 0.5% 2.7千人, 0.4%
1.9千人, 0.3%

外外来来患患者者数数のの疾疾病病別別内内訳訳

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害

血管性及び詳細不明の認知症とアルツハイマー病

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害

その他の精神及び行動の障害

てんかん

アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害

知的障害＜精神遅滞＞

その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

資料：厚生労働省「令和２年患者調査」
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３  精神科医療資源・ 障害福祉サービ ス 等の状況 

○ 都内の精神病床数は 2 1 ,2 9 3 床で、 地域別では区部 6 ,4 5 5 床、 多摩地域

（ 市部、 郡部） 1 4 ,8 3 8 床と な っ て いま す。 ま た 、 人口 1 0 万人当た り の病

床数は区部 6 6 .6 床、 多摩地域 4 5 7 .5 床と 、 多摩地域に多く 分布し て いま す

（ 令和３ 年 1 0  月１ 日現在）。  

 

○  精 神 科 を 標 榜 す る 診 療 所 は

1 ,4 1 8 か所で、 地域別では区部

1 ,1 0 2 か所、 多摩地域 3 1 2 か

所、 島部４ か所と 、 区部に多く

分布し て いま す（ 令和３ 年 1 0 月

１ 日現在）。  

 

○ 都内で 訪問診療を 提供する 精

神科病院は 1 4 か所、 診療所は

1 0 0 か所と な っ て いま す。ま た 、

都内で 精神科訪問看護を 提供す

る 病院は 6 1 か所、 診療所は 7 9

か所と な っ て いま す（ 令和５ 年

７ 月現在）。  

 

○ 都内の訪問看護ス テ ーシ ョ ン

1 ,7 5 4 か所のう ち 、 1 ,3 7 8 事業

所が自立支援医療（ 精神通院医

療） の事業所指定を 受け て いま

す（ 令和５ 年９ 月１ 日現在）。  

 

○ 区市町村の地域生活支援事業と し て 、 精神障害者に対する 相談支援を 行

う 地域活動支援セ ン タ ーⅠ型は都内に 8 1 か所あ り ま す（ 令和５ 年４ 月現

在）。  

 

○ 都では、障害者が地域で安心し て 生活でき る 環境を 整備する た め、地域生

活の場と な る グ ループホ ーム 等を 重点的に整備し て おり 、 精神障害者向け

のグ ループホ ーム の定員は 3 ,7 6 1 人と な っ て いま す（ 令和４ 年度末現在）。 

 

  

 

 

 

区分 区部 多摩 計
精神病床数 6,455 14,838 21,293

人口10万対病床数 67 458 524
診療所数(精神科) 1,102 316 1,418

精神病床数及び診療所（精神科）の地域別状況

（単位：床、

資料：令和３年「東京都の医療施設」

区分 区部 多摩 計
病院 5 9 14

診療所 88 12 100

区分 区部 多摩 計
病院 22 39 61

診療所 68 11 79

（単位：所）

精神科訪問診療の状況

（単位：所）

精神科訪問看護の状況

資料：中部総合精神保健福祉センター「精神科・心療内科 医療機関名簿」

令和4年3月版（令和5年7月21日更新）

（ 単 位： 床、所 ）
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４  地域で 安心し て 暮ら せる 体制づく り （ 地域包括ケア ）  

（ １ ） 都民への普及啓発・ 相談対応 

○ 都立（ 総合） 精神保健福祉セ ン タ ーによ る 広報活動や都民向け 講演会な

ど 、 広く 都民に対し て 精神疾患や精神保 健医療に関する 正し い理解を 促進

する た めの普及啓発を 実施し て いま す。  

 

○ 都保健所及び都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ーでは、 地域住民から の

心の健康相談について 、 電話相談や面接相談を 実施し て いま す。 都立（ 総

合） 精神保健福祉セン タ ーでは、 区市町村を はじ め、 地域におけ る 関係機

関に対し 技術援助等を 実施し て いま す。  

 

○ 夜間において は、 夜間こ こ ろ の電話相談を 実施し て いま す。  

 

（ ２ ） 支援を 必要と する 人を 支え る 地域の関係機関の連携体制の充実 

○ 精神障害者やメ ン タ ルヘルス の問題を 抱え る 方が地域で必要な 時に適切

な 医療が受け ら れる 仕組みを 構築する た め、 二次保健医療圏ご と に、 地域

の関係機関によ る 地域連携会議や症例検討会な ど を 実施し て いま す。   

 

（ ３ ） 精神科病院から 地域生活への移行及び地域定着に向けた 取組 

○ 東京都障害者・ 障害児施策推進計画では、 １ 年以上の長期在院者数を 令

和５ 年度末時点で 1 0 ,2 6 1 人と いう 目標を 設定し て おり 、 長期在院者数は

令和４ 年６ 月末時点で 9 , 4 8 2 人と な っ て いま す。  

 

○ 精神科病院に入院し て いる 精神障害者の円滑な 地域移行及び地域定着を

進める た め、 地域生活移行支援会議を 開催する と と も に、 精神科病院と 地

域の関係機関と の調整を 担う 地域移行コ ーディ ネ ータ ーの配置、 ピ ア サポ

ータ ー活用の推進、 関係機関職員向け 研修な ど を 実施し て いま す。  

 

グラフ（長期在院者数）  
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○ 国が発出し た 「 地方公共団体によ る 精神障害者の退院後支援に関する ガ

イ ド ラ イ ン 」 を 踏ま え 、 令和２ 年１ 月に 「 東京都におけ る 措置入院者退院

後支援ガ イ ド ラ イ ン 」 を 策定し ま し た 。 策定以降、 退院後支援に従事する

職員を 対象に都ガイ ド ラ イ ン の運用に関する 人材育成研修を 実施し て いま

す。  

 

（ ４ ） 地域生活の継続に向けた 取組 

○ 未治療や治療中断等のた め地域社会での生活に困難を 来し て いる 精神障

害者、又は精神障害が疑われる 方に対し 、保健所等と 連携し な がら 都立（ 総

合） 精神保健福祉セン タ ーの専門職チーム によ る 訪問支援を 実施する と と

も に、地域生活に困難な 問題が生じ た 場合には短期的に宿泊の場を 提供し 、

個別支援計画に基づいて 支援や医療の提供な ど を 行っ て いま す。  

 ま た 、 関係機関によ る 事例検討会や講習等の実施によ り 、 支援技法の普

及や人材育成を 図っ て いま す。  

 

○ 精神障害者の地域生活を 支援する た め、 多職種によ る 訪問支援の実施に

向け た 体制整備に取り 組む区市町村を 支援し て いま す。  

 

 

５  緊急時に必要な 医療につな ぐ 体制づく り （ 救急医療）  

（ １ ） 措置入院 

○ 精神障害のた めに自傷他害のおそ れ があ る 精神障害者について 、 精神保

健福祉法第 2 3 条に基づく 警察官通報等によ る 措置入院（ 精神科救急医療）

を 行っ て いま す。  

 

○ 措置診察（ 夜間は緊急措置診察） を 実施する た めに、 精神保健指定医の

確保等体制を 整備する と と も に、 診察の 結果措置入院が必要な 患者を 入院

さ せる た めに、 指定病院と し て 3 0 病院 2 9 8 床を 確保し て いま す（ 令和５

年４ 月１ 日現在）。  

 

（ ２ ） 初期救急・ 二次救急医療体制 

○ 「 精神科救急医療情報セ ン タ ー」 を 設置し 、 精神科に関する 医療情報を

提供する と と も に、 必要な 情報を 聴取し て 緊急性を 判断し 、 ト リ ア ージ や

ケ ース ・ マネ ジ メ ン ト （ 調整） を 行っ て いま す。  

 ま た 、 患者から の相談に対し 、 初期救急、 二次救急等の受療案内を 行っ

て いま す。  
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○ 夜間及び休日の初期救急・ 二次救急医療体制と し て 、 精神科救急医療情

報セン タ ーによ る 相談・ 調整に加え 、 二次救急が可能な 病床を ３ 床（ ２ 病

院）、 初期救急が可能な 医療機関を ３ か所確保し て いま す。  

 

（ ３ ） 精神身体合併症救急医療体制 

○ 二次保健医療圏を 組み合わせて ５ つのブロ ッ ク に分け 、 精神障害者が身

体疾患に罹患し た 際に、 地域で迅速かつ適正な 医療が受け ら れる よ う 、 一

般救急医療機関から の相談や受入れを 行っ て いま す。  

 ま た 、 各ブロ ッ ク において 連携会議や研修を 行う こ と で、 一般救急医療

機関と 精神科医療機関と の連携強化を 図っ て いま す。  

 

○ 夜間及び休日に身体疾患を 併発し た 精神障害者に対し 、 精神症状によ り

一般診療科での受診を 困難と する 場合に 、 あ ら かじ め確保し て あ る 合併症

医療機関（ 都立等６ 病院） にて 受入れを 行っ て いま す（ 令和５ 年４ 月１ 日

現在）。  

 

○ 精神科病院に入院中の患者が新型コ ロ ナに感染し た 場合等に、 対応可能

な 精神科病院での受入れを 行っ て いま す。  

 

（ ４ ） 災害時における 精神科医療体制 

○ 災害時において も 精神障害者が適切な 医療を 受け ら れる よ う 、 各体制整

備の充実強化に向け て 、 東京都災害時こ こ ろ のケ ア 体制連絡調整会議等に

おいて 検討する と と も に、 関係機関等への普及啓発研修等を 実施し て いま

す。  

 

○ 発災時におけ る 災害時精神科医療提供体制を 整備する た め、 東京Ｄ Ｐ Ａ

Ｔ の体制整備を 進め、 東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 登録機関と し て 3 1 病院を 指定し ま し

た （ 令和５ 年４ 月１ 日現在）。  

 

○ 令和元年度から 災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連携病院の指定

を 進め、 災害拠点精神科病院３ 病院、 災害拠点精神科連携病院 2 4 病院を

指定し ま し た （ 令和５ 年９ 月１ 日現在）。  

 

  



232

第
１
章

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
1 0
節

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

第
５
節

第
６
節

 

６  多様な 精神疾患ご と の医療体制の整備 

（ １ ） う つ病 

○ 令和２ 年に医療機関を 受療し て いる う つ病・ 躁う つ病患者数（ 都民） は

約 2 4 万人です。 平成 2 9 年の 1 2 .2 万人から ２ 倍近く 増加し て いま す。  

 

○ 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ーにおいて 、 認知行動療法に関する 専

門職研修を 実施し て いま す。  

 

○ 都立中部総合精神保健福祉セン タ ーにおけ る 「 う つ病リ タ ーン ワ ーク コ

ース 」 及び「 う つ病ワ ーク ト レ ーニ ン グ コ ース 」 等、 デイ ケ ア プロ グ ラ ム

によ る 復職等への支援を 実施し て いま す。  

 

（ ２ ） 統合失調症 

○ 令和２ 年度の統合失調症の入院患者数は約１ 万人です。  

 

○ 治療抵抗性統合失調症の治療薬で あ る ク ロ ザピ ン やｍ Ｅ Ｃ Ｔ 1 の 普及を

目指し 、 地域におけ る 連携体制の構築を 検討する と と も に、 専門的治療に

関する 研修を 実施し て いま す。  

 

（ ３ ） 依存症 

○ 都の依存症相談拠点であ る 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ー、 都保健

所において 、 本人及び家族に対する 相談支援、 普及啓発活動を 実施し て い

ま す。  

 

○ 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ーにおいて 、 関係機関の職員を 対象と

し た 研修や連携会議を 実施し 、 専門的知識の普及や関係機関の連携体制確

保に取り 組んでいま す。  

 

○ ア ルコ ール依存症、 薬物依存症、 ギ ャ ン ブル等依存症の依存症専門医療

機関及び治療拠点機関を 選定し て いま す。  

 

（ ４ ） 小児精神科医療 

○ 都立小児総合医療セ ン タ ーを 拠点と し て 、「 こ こ ろ 」 と 「 から だ」 を 密接

に関連付け た 総合的な 医療を 提供し て いま す。  

 

○ 発達障害児を 地域で診ら れる 体制づく り と し て 、 講演や連絡会等を 実施

し 医師・ 医療関係者と の連携強化を 行っ て いま す。  

 
1 ｍＥＣＴ: 修正型電気けいれん療法（modified electroconvulsive Therapy） 
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○ 都内医療機関への医学的支援や福祉保健関係機関への相談対応、 関係者

への研修、 都民向け シ ン ポ ジ ウ ム やホ ーム ページ によ る 情報提供な ど の普

及啓発を 実施し て いま す。  

 

（ ５ ） 発達障害児（ 者）  

○ 都の支援拠点であ る 東京都発達障害者支援セン タ ーによ る 専門相談や就

労支援な ど を 実施する と と も に、 地域に おけ る 総合的な 支援体制の整備を

推進し て いま す。  

 東京都発達障害者支援セン タ ーでは、 令和 5 年 1 月から はこ ど も 部門と

おと な 部門の 2 か所で事業を 行っ て いま す。  

 

○ 区市町村が行う 発達障害児の早期発見や成人期支援の体制構築を 促進す

る と と も に、 区市町村や医療機関向け に 研修を 実施し 、 支援機関に従事す

る 専門的人材の育成を 行っ て いま す。  

 

○ 発達障害を 専門的に扱う 医療機関を 中心と し た ネ ッ ト ワ ーク を 構築し 、

地域の医療機関に対し て 研修等を 実施し て いま す。  

 

（ ６ ） 高次脳機能障害者 

○ 東京都心身障害者福祉セ ン タ ーを 支援拠点と し て 、 当事者と そ の家族に

対する 専門的な 相談支援や研修、 普及啓発等を 実施し て いま す。  

 

○ 区市町村におけ る 高次脳機能障害者への支援体制構築を 支援する と と も

に、 二次保健医療圏におけ る 高次脳機能障害のリ ハビ リ の中核を 担う 医療

機関を 拠点病院に指定し 、 圏域内の区市町村や支援機関に対し 技術的支援

を 実施し て いま す。  

 

（ ７ ） 摂食障害 

○ 摂食障害は、 若年者が罹る こ と が多いと 言われて いま すが、 年齢、 性別

等を 問わず誰でも かかり う る 精神疾患で す。 心身の成長等に大き な 支障を

来すほか、 生命の危険を 伴う 場合も あ り ま す。 未治療者や治療中断者も 多

いと さ れて いま す。  

 

○ 都では、 令和５ 年度よ り 支援拠点病院の設置に向け た 必要な 検討を 実施

し て いま す。  
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（ ８ ） て んかん 

○ て んかん医療はこ れま で精神科始め 、 脳神経外科や小児科な ど 多く の診

療科によ り 担われて き た 経緯から 、 ど の 医療機関がて んかんの専門的な 診

療を し て いる のか、 患者のみな ら ず医療機関において も 把握さ れて いな い

現状があ り ま す。  

 一般の医師への情報提供や教育体制も 十分ではな く 、 て んかん患者が地

域の専門医療に必ずし も 結びついて いな いと の指摘も あ り ま す。  

 

○ 令和４ 年度に東京都て んかん支援拠点病院を 指定し ま し た 。  

 

 

７  精神科病院における 虐待防止等に向けた取組 

○ 医療機関の従事者によ る 精神障害者への虐待行為はあ っ て はな ら な いも

のであ り 、 精神科病院において は虐待行為の発生防止や早期発見・ 再発防

止に向け た 取組を 行っ て いま す。  

 

○ 都ではこ れま で、 精神保健福祉法等に基づく 立入検査等によ り 、 精神科

病院に対し 、 患者への虐待を 含む不適切な 処遇に関する 指導監督等を 実施

し て き ま し た 。  

 都内の病院に対し て 院内で活用でき る よ う 虐待防止等に係る 研修・ 啓発

資料を 周知し て いる ほか、 東京都障害者権利擁護セン タ ーや東京都医療安

全セン タ ー「 患者の声相談窓口」 等において 、 精神科病院におけ る 患者の

権利擁護に関する 相談等にも 対応し て いま す。  

 

○ ま た 、 精神医療審査会において 、 入院患者の人権に配慮し た 適切な 医療

の確保等について の審査を 実施し て いま す。  

 

 

   



235

第
１
章

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
1 0
節

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

第
５
節

第
６
節

 

課題と 取組の方向性  

１  地域で 安心し て 暮ら せる 体制づく り （ 地域包括ケア ）  
＜＜課課題題１１－－１１＞＞都都民民へへのの普普及及啓啓発発・・相相談談対対応応  

○ 精神疾患は、早期に発見し 早期に治療に繋げる こ と が重要ですが、精神疾

患や精神保健医療に対する 偏見や理解不足によ り 、 受診が必要な 方への受

診勧奨が円滑に進ま な いこ と があ り ま す。  

 

○ 速やかに専門相談や医療に繋げる た めには、 メ ン タ ルヘルス の問題を 抱

え る 人々の身近に、 精神疾患や精神保健医療を 理解し て いる 支援者が存在

する こ と が必要です。  
 

 
 

＜＜課課題題１１－－２２＞＞支支援援をを必必要要ととすするる人人をを支支ええるる地地域域のの関関係係機機関関のの連連携携体体制制のの充充実実  

○ 精神障害者や精神保健に課題を 抱え る 方が身近な 地域で医療、 障害福祉、

介護そ の他のサービ ス を 切れ目な く 受け ら れる 体制を 整備する た めには、

地域の精神科病院、 一般診療科、 訪問看護ス テ ーシ ョ ン 、 薬局、 保健所等が

連携し な がら 体制整備に取り 組むこ と が必要です。  

 

○ 二次保健医療圏ご と に実施し て いる 精神科医療地域連携事業について は、

精神科医療資源の少な い一部の圏域が事業未実施と な っ て いま す。  

 

○ 身体合併症を 有する 精神障害者に対し て 、 継続的かつ安定的に医療を 提

供する 体制の確保が必要です。  

 

（（取取組組１１－－１１））都都民民へへのの普普及及啓啓発発・・相相談談対対応応のの充充実実  

○ 多様な 精神疾患や精神保健医療に対する 偏見や誤解が生じ な いよ う 、引

き 続き 若年層か ら 高齢者ま で 広く 都民に 正し い 理解を 促進する た め の 取

組を 実施し ま す。  

 

○ 都民の一人ひと り が正し い知識と 理解を 持ち 、メ ン タ ルヘルス の問題を

抱え る 家族や同僚等の 支援者と な る よ う な 普及啓発を 区市町村が 実施で

き る よ う 支援し ま す。  
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＜＜課課題題１１－－３３＞＞精精神神科科病病院院かからら地地域域生生活活へへのの移移行行及及びび地地域域定定着着にに向向けけたた取取組組  

○ 新型コ ロ ナの影響で、 地域の支援機関・ 病院・ 行政が連携し て 退院後支援

に取り 組むこ と が十分にでき ま せんでし た 。  

 

○ 入院患者本人や家族の高齢化等によ り 、 地域生活への移行がよ り 困難な

方への支援を 進める 必要があ り 、 精神科病院におけ る 退院支援の中心的役

割を 担う 精神保健福祉士の配置等を 更に促進する 必要があ り ま す。  

 

○ ピ ア サポ ータ ー支援の成果を 活かし 、 地域で生活する 精神障害者の支援

を 充実さ せる 必要があ り ま す。  

 

○ 入院患者が退院後に医療、 福祉、 介護、 就労支援等の包括的な 支援を 継続

的かつ確実に受け ら れる 体制の整備が必要です。  

 

（（取取組組１１－－２２））支支援援をを必必要要ととすするる人人をを支支ええるる地地域域のの関関係係機機関関のの連連携携体体制制強強化化  

○ 引き 続き 、 地域におけ る 連携会議や症例検討会を 実施し 、 精神科医療機

関、 一般診療科医療機関、 薬局、 区市町村、 保健所な ど の相談支援機関等

によ る 連携体制を 構築し て いき ま す。  

 

○ 各圏域の 実施状況を 共有する 協議会 の 開催等によ り 、 連携手法を 共有

し 、 さ ら な る 連携強化につな げま す。  

 

○ ま た 、 一圏域での実施が困難な 地域について は、 隣接する 圏域を 含めて

事業を 実施する こ と な ど によ り 、 都全域での事業実施を 目指し ま す。  

 

○ 一般診療科と 精神科の相互の連携体制強化に向け 、一般診療科医師と 精

神科医師によ る 研修会の全都的な 実施を 支援し て いき ま す。  

 

○ 身体合併症を 有する 入院患者に対し て 、地域の医療機関と 連携し て 治療

を 実施する 精神科病院を 支援し ま す。  
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＜＜課課題題１１－－４４＞＞地地域域生生活活のの継継続続にに向向けけたた取取組組  

○ 未治療や治療中断中の精神障害者等に対する 訪問支援に取り 組む区市町

村は増加傾向にあ り ま すが、 よ り 複雑困難な 課題に直面し て いる ケ ース に

対する 支援の充実が求めら れて いま す。  

 

○ 入院が長期化し やすい難治性精神疾患を 有す る 患者が専門的治療等を 受

け な がら 地域で安心し て 生活でき る 体制の整備が必要です。  
 

 
 

  

（（取取組組１１－－３３））精精神神科科病病院院かからら地地域域生生活活へへのの移移行行及及びび地地域域定定着着にに向向けけたた取取組組のの  

推推進進  

○ 地域の支援機関・ 病院・ 行政が連携し て 退院支援（ 地域移行・ 地域定着）

を 一層進める た め、地域移行コ ーディ ネ ータ ーの取組やピ ア サポ ータ ーの

活用を 推進し ま す。  

 

○ 精神保健福祉士等の配置を 促進する と と も に、長期在院者の退院促進に

向け た サポ ート な ど 、早期退院及び円滑な 地域移行に向け た 体制整備を 図

り ま す。  

 

○ 地域特性に 応じ た 精神障害にも 対応し た 地域包括ケ ア シ ス テ ム の構築

に向け 、 区市町村の取組を 支援し ま す。  

 

○ 保健所等が「 東京都におけ る 措置入院退院後支援ガ イ ド ラ イ ン 」 を 踏ま

え 、 本人の了解（ 同意） に基づき 、 支援関係者等と の協議の上、 退院後支

援計画を 作成し 、 退院後支援の取組を 進めて いく こ と を 促進し ま す。  

（（取取組組１１－－４４））地地域域生生活活のの継継続続にに向向けけたた取取組組のの推推進進  

○ 区市町村に よ る 多職種の訪問支援の体制の構築を 引き 続き 支援する と

と も に、地域生活の中で、よ り 困難な 問題に直面し て いる 精神障害者に対

し 、 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ーによ る ア ウ ト リ ーチ支援等の取組

を 推進し ま す。  

 

○ 支援技法の 普及によ り 、 身近な地域で の支援の取組を 充実さ せる こ と

で、 精神障害者の地域生活の安定化を 図り ま す。  

 

○ 高齢や難治性精神疾患を 有する 長期入院者が地域で 生活で き る 環境整

備を 目指し 、 地域の体制づく り の構築を し て いき ま す。  
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２  緊急時に必要な 医療につな ぐ 体制づく り （ 救急医療）  
＜＜課課題題２２－－１１＞＞精精神神科科救救急急医医療療がが必必要要なな患患者者ををよよりり確確実実にに適適切切なな医医療療ににつつななげげ

るる仕仕組組みみのの検検討討  

○ 精神疾患の多様化や社会的背景の変化等によ り 、 既存の体制では精神科

救急医療につな げる こ と が困難な ケ ース が増え て いま す。  

 

○ 誰も が緊急時に適切な 医療を 受け ら れる よ う 、 精神科救急医療体制を よ

り 一層充実さ せる た めに必要な 取組を 検討する 必要があ り ま す。  
 

 
 

＜＜課課題題２２－－２２＞＞精精神神身身体体合合併併症症救救急急患患者者のの円円滑滑なな受受入入れれにに向向けけたた検検討討  

○ 精神身体合併症救急患者の受入れに 当た っ て は、 一般診療科病院と 精神

科病院と の連携体制の充実を 図る こ と が重要です。  

 

○ 地域の相談体制におけ る 成果や課題を 検証し 、 地域の実情に応じ た 効果

的な 相談体制の構築が必要です。  

 

○ 精神症状によ り 一般診療科での受診を 困難と する 急性期の精神身体合併

症患者に対し 、 確実に受け 入れる 精神科医療機関の体制整備が必要です。  

 

○ 今後、 精神科患者が新た な 感染症に 罹患し た 際にも 必要な 対応が求めら

れま す。  

 

（（取取組組２２－－１１））精精神神科科救救急急医医療療体体制制のの整整備備  

○ 精神科救急医療が必要な 患者を 、よ り 確実に適切な 医療につな げる た め

の体制について 、 精神科救急医療体制整備検討委員会等での検討を 進め、

整備し ま す。  

 

○ 2 4 時間 3 6 5 日、 入院等が必要な 患者の診療応需体制を 整え る 常時対応

型施設の 指定等に よ り 、 精神症状の 増悪時等に 速やか に 医療を 提供で き

る 、 新た な 精神科救急医療体制を 構築し ま す。  
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＜＜課課題題２２－－３３＞＞災災害害時時ににおおけけるる精精神神科科医医療療体体制制のの整整備備  

○ 多様化、大規模化する 自然災害に備え 、東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ や災害拠点精神科病

院及び災害拠点精神科連携病院がそ れぞれの役割分担に応じ た 機能を 十分

発揮でき る よ う 、 よ り 一層体制整備を 進める 必要があ り ま す。  

 

○ 発災時に区市町村、 東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 、 全国から の応援医療チーム 、 保健活動

班等が連携し て 対応する こ と が必要です。  

 

○ Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 先遣隊及び東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ に ついて 、 関係団体等と の連携体制を

構築する と と も に、 災害時及び新興感染症のま ん延時にも 対応でき る 体制

の整備が求めら れま す。  

 

 

 

（（取取組組２２－－２２））精精神神身身体体合合併併症症救救急急医医療療体体制制のの整整備備  

○ 地域の関係者会議等によ り 、 地域で 受入れが困難な 精神身体合併症救

急患者の状況や要因等を 検証し 、 地域の実情に応じ た 各ブロ ッ ク の体制

を 検討し ま す。  

 

○ 一般診療科と 精神科の相互理解を 促進する 研修の充実や、 精神症状等

に応じ た 相談等支援体制の推進によ り 、 一般診療科医療機関と の連携強

化を 図り ま す。  

 

○ 精神科患者身体合併症医療部会等に おいて 、 夜間休日に身体疾患を 併

発し た 精神科患者へ対応する 合併症医療機関の整備等、 精神身体合併症

救急患者が地域の中で必要な 医療を 受け ら れる 体制について 検討し て い

き ま す。  

 

○ 新興感染症等を 併発し た 患者につい て 、 精神科患者身体合併症医療事

業等の活用によ り 受入れを 実施する な ど 、 医療体制の整備を 図り ま す。  
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３  多様な 精神疾患への対応 
＜＜課課題題３３－－１１＞＞ううつつ病病  

○ 都民のう つ病等患者数は年々増加し て おり 、復職等、社会復帰に際し て は

病状等に応じ た 支援が求めら れて いま す。  
 

 
 

＜＜課課題題３３－－２２＞＞統統合合失失調調症症  

○ 入院が長期化し やすい難治性精神疾患を 有する 患者が専門的治療を 受け

ら れる よ う にする た めには、 様々な 地域で専門的治療を 行う 医療機関が存

在する 必要があ り ま す。  
 

 
 

   

（（取取組組２２－－３３））災災害害時時ににおおけけるる精精神神科科医医療療体体制制のの整整備備のの推推進進  

○ 東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 養成研修やフ ォ ロ ーア ッ プ研修、 災害拠点精神科病院等

への訓練・ 研修等を 通じ て 、 精神科入院患者が円滑に転院する こ と がで

き る 受入体制の整備を 進める と と も に、 発災直後から 中長期ま での災害

時こ こ ろ のケ ア 体制を 確保し ま す。  

 

○ 大規模災害発生時におけ る 災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連

携病院の機能を 維持する た めの支援を 行いま す。  

 

○ 区市町村の災害時こ こ ろ のケ ア 体制に関する 取組を 共有し 、 関係団体

等と 連携する こ と で 、 地域の精神保健福祉活動のバッ ク ア ッ プを 図り ま

す。  

 

○ 災害時及び新興感染症に対応する た め、 Ｄ ＭＡ Ｔ 等関係団体と の具体

的な 連携、 支援内容等について 検討し ま す。  

（（取取組組３３－－１１））ううつつ病病  

○ 認知行動療法に関する 専門職向け 研修や都立中部総合精神保健福祉セ

ン タ ーにおけ る 復職等への支援を 引き 続き 実施し ま す。  

 

○ 関係機関に対し て も 復職支援のノ ウ ハウ の普及を 図り ま す。  

（（取取組組３３－－２２））統統合合失失調調症症  

○ 引き 続き 専門的治療に関する 研修等の実施によ り 医療機関や地域の支

援機関におけ る 対応力の向上を 図り ま す。  

 

○ 地域におけ る 医療機関同士の連携体制の構築を 進めま す。  
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＜＜課課題題３３－－３３＞＞依依存存症症  

○ 依存症に関する 正し い知識等の情報発信を 行い、 理解促進や早期の治療・

相談支援等につな げる こ と が必要です。  

 

○ 地域の関係機関の連携強化や専門医療機関等の整備、 区市町村や医療従

事者等の対応力の向上が必要です。  
 

 
 

＜＜課課題題３３－－４４＞＞小小児児精精神神科科医医療療  

○ 医療機関を はじ めと する 関係機関が 、 心に問題を 抱え る 子供や発達障害

児等に適切な 対応を 行え る よ う 、 そ の特性に関する 正し い理解の促進が必

要です。  

 

○ 心に問題を 抱え る 子供に対し て 、 都立小児総合医療セ ン タ ーにおけ る 総

合的な 高度専門医療を 提供する と と も に、 地域の関係機関が連携し て 支え

て いく 体制の整備が必要です。  
 

 
 

＜＜課課題題３３－－５５＞＞発発達達障障害害児児（（者者））  

○ 発達障害児は、 早期発見・ 早期支援を 行っ て いく こ と が重要であ り 、 こ れ

ま での取組を 更に進める た め、 保育・ 教育・ 福祉等関係機関の更な る 連携体

制の充実が必要です。   

（（取取組組３３－－３３））依依存存症症  

○ 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ー、 都保健所によ る 本人及び家族等に

対する 相談・ 支援、 普及啓発活動を 引き 続き 実施し ま す。  

 

○ 都立（ 総合） 精神保健福祉セン タ ーにおいて 関係機関の職員を 対象と し

た 研修や連携会議等、 地域におい て様々な 関係機関が密接に連携し て 支

援を 行いま す。  

 

○ 依存症の患者が地域で 適切な 医療を 受け ら れる よ う にする た め、 依存

症専門医療機関の拡充を 図る と と も に、 地域におけ る 連携体制の構築に

向け た 取組を 推進し ま す。  

（（取取組組３３－－４４））小小児児精精神神科科医医療療  

○ 引き 続き 、都立小児総合医療セン タ ーを 拠点と し 、総合的な 高度医療を

提供する と と も に、 地域の関係機関が子供の心の診察や日常生活の中で、

疾病や障害特性に応じ た 適切な 対応が行え る よ う 、 医療機関や児童福祉

施設、保育・ 教育関係者等を 対象と し た 各種研修等や普及啓発を 実施し ま

す。  
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○ 成人期の発達障害者は、就労等の支援に合わせ、生活面で抱え て いる 困難

さ に対応し た 支援の充実が必要で すが、 区市町村におけ る 支援拠点が増え

て いま せん。  

 

○ ま た 、二次障害と し て 精神障害を 併発し て いる 方も 多く 、医療的な 支援の

充実も 求めら れま す。  
 

 

 

＜＜課課題題３３－－６６＞＞高高次次脳脳機機能能障障害害  

○ 発症・ 受傷時から 就労等の社会参加に至る ま で、切れ目のな い支援が提供

さ れる よ う 、 医療機関、 区市町村、 支援機関等の連携強化が求めら れて いま

す。  

 

○ 支援の充実を 図る た め、医療機関や地域の支援機関、企業等への理解促進

や、 限ら れた 社会資源を よ り 有効活用でき る 体制が必要です。  

 

○ 二次保健医療圏ご と に取組を 推進し て いま すが、 各圏域で 取組状況に差

が生じ て いま す。  
 

 
   

（（取取組組３３－－５５））発発達達障障害害児児（（者者））  

○ 区市町村を 始めと し た 支援機関や医療機関の従事者に対する 研修を 引

き 続き 実施する と と も に、 関係機関の更な る 連携体制の充実を 図り ま す。 

 

○ 成人期支援の充実に 向け 、 東京都発達障害者支援セ ン タ ーのおと な部

門、 医療機関、 生活支援・ 就労支援機関等と の連携体制の構築を 推進し ま

す。  

 

○ 東京都発達障害者支援セ ン タ ーによ る 専門相談や就労支援、 関係機関

への 啓発等を 引き 続き 実施する と と も に 、 地域に おけ る 家族への支援体

制を 整備し ま す。  

（（取取組組３３－－６６））高高次次脳脳機機能能障障害害  

○ 東京都心身障害者福祉セ ン タ ーによ る 相談支援や、 区市町村の支援体

制構築に対する 支援を 引き 続き 実施し ま す。  

 

○ 拠点病院と 二次保健医療圏内の区市町村と の協力によ る 、急性期・ 回復

期・ 維持期におけ る 医療機関や地域の支援機関への理解促進・ 連携強化を

図る と と も に、限ら れた 社会資源を よ り 有効活用でき る よ う 、他圏域と の

連携も 含めた 体制整備を 図り ま す。  
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＜＜課課題題３３－－７７＞＞摂摂食食障障害害  

○ 摂食障害患者が適切な 治療を 受け ら れる よ う 、 都内におけ る 摂食障害の

相談支援体制の整備等を 進めて いく 必要があ り ま す。  
 

 
 

＜＜課課題題３３－－８８＞＞ててんんかかんん  

○ 患者を 適切な 診療につな げる た めの 各診療科間、 各医療機関間の連携強

化が必要です。  

 

○ 医療機関等職員のて んかんに関する 専門性を 高める た めの人材育成や、

て んかんへの正し い理解を 深める た めの 情報発信等の取組強化が必要です。 
 

 
  

４  精神科病院における 虐待防止・ 人権擁護に向けた取組の推進 
＜＜課課題題４４＞＞精精神神科科病病院院ににおおけけるる虐虐待待防防止止・・人人権権擁擁護護にに向向けけたた取取組組のの推推進進  

○ 令和５ 年２ 月、 都内の精神科病院に おいて 職員によ る 患者への虐待事案

が発覚し ま し た 。  

 

○ ま た 、令和６ 年４ 月１ 日施行の改正精神保健福祉法において 、精神科病院

におけ る 虐待防止措置や虐待を 発見し た 者から の都道府県への通報が義務

化さ れま す。  

 

○ 虐待を 起こ さ な いた めには、 管理者や現場のリ ーダ ー層を はじ めと し た

病院職員の患者の人権擁護に対する 意識のさ ら な る 向上と と も に、 ガ バナ

ン ス の強化や風通し の良い組織風土の醸成が求めら れて いま す。  

 

○ 患者への虐待が疑われる 事案を 発見し た 者等から 通報、 相談等を 受け た

際に、内容を 検証し 、速やかに必要な 対応を 行う た めの体制整備が求めら れ

て いま す。  

 

  

（（取取組組３３－－７７））摂摂食食障障害害  

○ 医療機関等の連携促進、 患者・ 家族から の相談体制の整備、 都民に対す

る 正し い知識の普及啓発等を 行う 支援拠点病院を 設置し 、 適切な 治療と

支援によ り 患者が地域で 支障な く 安心し て 暮ら すこ と がで き る 体制を 整

備し ま す。  

（（取取組組３３－－８８））ててんんかかんん  

○ 東京都て ん かん支援拠点病院において 、 て んかん に関する 専門的な相

談支援のほか 、 他の医療機関と の 連携強化やて ん かん診療に携わる 医師

等への助言、 普及啓発等を 実施し ま す。  
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○ 精神科病院において は、精神疾患によ り 、本人の意思によ ら ず入院が必要

と さ れる 場合があ り ま す。こ う し た 非自発的入院によ る 患者は、医療機関外

の者と の面会交流が特に途絶え やすく 、 孤独感・ 自尊心の低下や、 日常的な

困り ご と や受け た い 支援につい て の相談を する こ と が難し いと いっ た 悩み

を 抱え る こ と があ る と さ れて いま す。  
 

 
 

事業推進区域  

○ 事業ご と にブロ ッ ク を 設定 

 

 

 

奥多摩

檜原

青梅

日の出

あきる野

八王子

瑞穂

羽村

福生

武蔵村山東大和

清瀬

東久留米

西東京

立川
昭島

国立

日野

多摩

町田

稲城

府中

国分寺

小平

小金井
三鷹

武蔵野

調布

狛江

練馬

杉並

世田谷

板橋

中野

目黒

大田

北

豊島

新宿

渋谷

品川

港

千代田

中央
江東

江戸川

墨田
台東文京

荒川

葛飾

足立

東村山

（（取取組組４４））精精神神科科病病院院ににおおけけるる虐虐待待防防止止・・人人権権擁擁護護にに向向けけたた取取組組のの推推進進  

○ 都内全て の精神科病院を 対象に、 主に管理者層や現場のリ ーダ ー層に

向け た 虐待防止研修を 新た に 行い、 院内に おけ る 研修や普及啓発を 通じ

た 患者の人権擁護に対する 病院職員の意識向上や精神科病院におけ る 虐

待を 発生さ せな い組織風土作り に向け た 取組を 支援し ま す。  

 

○ 精神科病院に おけ る 虐待に関する 通報や患者・ 家族から の相談に 対応

する 専用の通報窓口を 新た に 設置し 、 虐待が疑われる 事案の早期発見を

図り ま す。  

ま た 、 定期的な 検査に加え 、 予告な し の臨時検査も 実施する 等、 指導

監督を 効果的に実施し て いき ま す。  

 

○ 医療機関外の 者と の面会交流が特に途絶え やすい入院者に対し て 、 生

活に関する 一般的な 相談に応じ 、 本人の体験や気持ち を 丁寧に聴く と と

も に、必要な 情報提供を 行う た めの訪問支援員を 養成し 、派遣する 取組を

新た に実施し ま す。  

・・・事業ごとにブロックを設定 

点線 

精 神科 緊急 医療 （４ブロック） 実線 

色色塗塗りり  地 域精 神科 身体 合併 症救 急医 療（ ５ブロック） 

精 神科 二次 救急 医療 （区 部・ 多 摩部の２ブロック）  
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評価指標 
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ －３  

入院後３ か月時点の退院

率 

7 0 .7 %  

（ 令和元年度）  
7 1 .0 % 以上 

入院後６ か月時点の退院

率 

8 5 .5 %  

（ 令和元年度）  
8 6 .0 % 以上 

入院後１ 年時点の退院率 
9 1 .7 %  

（ 令和元年度）  
9 2 .0 % 以上 

長期在院者数 

（ 入院期間 1 年以上）  

6 5 歳以上 5 ,9 2 4 人 

6 5 歳未満 3 ,5 5 8 人 

（ 令和４ 年）  

6 5 歳以上 5 ,1 4 2 人 

6 5 歳未満 

3 ,5 5 8 人以下 

（ 令和８ 年度末）  

退院後１ 年以内の地域に

おけ る 平均生活日数 

3 2 8 .5 日 

（ 令和元年度）  
3 2 9 .0 日以上 

取組２ －１  

取組２ －２  

精神科救急医療機関数

（ 常時対応型、 病院群輪

番型、 外来対応施設及び

身体合併症対応施設）  

常時対応型  ３  

病院群輪番型 4 0  

外来対応施設 3 2  

身体合併症対応施設  ６  

（ 令和４ 年度）  

充実・ 強化 

取組２ －３  

東京Ｄ Ｐ Ａ Ｔ の登録機関

数及び隊員数、 先遣隊の

登録数 

登録機関数  3 1  

隊員数   2 9 9  

先遣隊登録数  ２  

（ 令和４ 年度）  

充実・ 強化 

取組３ －３  依存症専門医療機関の数 

ア ルコ ール   ９  

薬物         ２  

ギ ャ ン ブル   １  

（ 令和４ 年度）  

増やす 

取組３ －７  摂食障害支援拠点病院数 ― 設置する  

取組４  
虐待防止研修の参加医療

機関数 
― 全病院参加 
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現状・ こ れま での取組  

１  基本的な 考え 方 

○ 都内で要介護（ 要支援） 認定を 受け て いる 高齢者のう ち 、 何ら かの認知症

の症状を 有する 人（ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上） は、令和４ 年 1 1

月時点で約 4 9 万人に達し 、 令和 2 2 年には約 5 7 万人に増加する と 推計さ

れて いま す。  

認知症高齢者の推計[東京都] 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

資料： 東京都福祉保健局高齢社会対策部「 令和４ 年度認知症高齢者数等の分布調査」  

 
○ 都は、 学識経験者、 医療・ 介護関係者、 都民等から な る 「 東京都認知症施

策推進会議」 を 設置し 、「 認知症にな っ て も 認知症の人と 家族が地域で安心

し て 暮ら せる ま ち づく り 」 を 目指し 、 中長期的・ 具体的な 認知症施策につい

て 様々な 角度から 検討し て き ま し た 。  

 

○ 令和５ 年６ 月 1 6 日に、認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て 暮ら

すこ と が で き る よ う 認知症施策を 総合的か つ計画的に推進し 、 認知症の人

を 含めた 国民一人一人がそ の個性と 能力を 十分に発揮し 、 相互に人格と 個

性を 尊重し つつ支え 合いな がら 共生する 活力あ る 社会（ ＝共生社会） の実現

を 推進する こ と を 目的と し た 「 共生社会の 実現を 推進する た めの認知症基

本法」 が公布さ れま し た 。  

 

５  認知症 

○ 認知症になっても、認知症の人の意思が尊重され、地域で安心して生活

できるよう、区市町村や関係機関と連携した総合的な認知症施策を推進し、

認知症の人が居住する地域にかかわらず等しく、その状況に応じた適切な

医療・介護・生活支援等を受けられる体制を構築します。 

約約 5577 万万人人   

約約 4499 万万人人  



248

第
１
章

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
1 0
節

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

第
５
節

第
６
節

 

２  普及啓発・ 本人発信支援 

○ 都はこ れま で、 認知症シ ン ポ ジ ウ ム やと う き ょ う 認知症ナビ の運営によ

り 、 認知症に関する 正し い理解の促進を 図っ て き ま し た 。  

 

○ ま た 、 認知症の人本人を「 と う き ょ う 認知症希望大使」 に任命し 、 認知症

の人本人から の情報発信を 支援し て いま す。  

 

３  予防（ 認知症の発症や進行を 遅ら せる 取組・ 研究の推進）  

○ 認知症予防には、 認知症の発症遅延やリ ス ク 低減（ 一次予防）、 早期対応・

早期治療（ 二次予防）、 重症化予防、 機能維持、 行動・ 心理症状（ Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ）

の予防・ 対応（ 三次予防） があ り 、「 認知症予防」 と は、「 認知症にな ら な い」

と いう 意味ではな く 、「 認知症の発症を 遅ら せる 」「 認知症にな っ て も 進行を

緩やかにする 」 こ と を 意味し て いま す。  

 

○ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療セン タ ーでは、 保有する 生体試料、

画像データ 等のビ ッ グ データ を 取り ま と め、 認知症研究の基盤と な る デー

タ ベース を 構築する ほか、認知症医療の質の向上等のた め、Ａ Ｉ 認知症診断

シ ス テ ム を 構築する な ど 、 Ａ Ｉ 等を 駆使し た 新た な 認知症予防の取組を 推

進し て いま す。  

 

○ 認知症の新た な 薬と し て 、 認知症抗体医薬「 レ カ ネ マブ」（ レ ケ ン ビ Ⓡ点

滴静注） が令和５ 年 1 2 月に販売開始さ れま し た 。 神経細胞を 死滅さ せる

「 ア ミ ロ イ ド β」 を 除去する こ と で、症状の進行を 遅ら せる 効果があ る と さ

れて いま す。  

 

４  医療・ ケア ・ 介護サービ ス ・ 介護者への支援 

○ 認知症に関する 専門医療の提供体制を 確保する た め、 二次保健医療圏に

おけ る 医療・ 介護連携の拠点と し て「 地域拠点型認知症疾患医療セン タ ー」

（ 1 2 か所） と 、 区市町村（ 島し ょ 地域等を 除く 。） におけ る 支援体制を 強化

し 、 区市町村におけ る 医療・ 介護連携の推進役と な る「 地域連携型認知症疾

患医療セン タ ー」（ 4 0 カ 所） の整備を 進めて いま す。  

 

○ かかり つけ 医や歯科医師、 薬剤師、 看護師な ど 地域の医療従事者や、 介護

従事者を 対象と し た 研修を 実施する ほか、 認知症サポ ート 医等の専門職に

対する 研修や地域の指導的役割を 担う 人材の育成を 行っ て いま す。  

 

○ 公益財団法人東京都医学総合研究所と 協働し て 、 行動・ 心理症状（ Ｂ Ｐ Ｓ

Ｄ ） の改善が期待さ れる「 日本版Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ケ ア プロ グ ラ ム 」 の普及を 図っ て

いま す。  

 



249

第
１
章

第
６
節

第
７
節

第
８
節

第
９
節

第
1 0
節

第
１
節

第
２
節

第
３
節

第
４
節

第
５
節

第
６
節

 

○ 認知症の人を 支え 、家族介護者の負担を 軽減し 、認知症の人と 家族が安心

し て 暮ら せる よ う にする 必要があ り ま す。  

 

５  認知症バリ ア フ リ ーの推進・ 若年性認知症の人への支援・ 社会参

加支援 

○ 6 5 歳未満で発症する 若年性認知症の人は、 都内に約４ 千人と 推計さ れて

いま す。  

 

○ 若年性認知症に関する ワ ン ス ト ッ プ の相談窓口であ る 「 若年性認知症総

合支援セン タ ー」 を 都内に２ か所設置し 、若年性認知症の人と 家族を 支援し

て いま す。  

 

○ 認知症疾患医療セ ン タ ーでは、認知症の人と 家族、地域住民等が交流し あ

う 「 認知症カ フ ェ 」 や、 自身の希望や必要と し て いる こ と 等を 認知症の人本

人同士で語り 合う 本人ミ ーテ ィ ン グ 等を 実施し て いま す。  

 

６  認知症の研究の推進 

○ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療セン タ ーでは、「 認知症と の共生・

予防」 を 重点分野に位置付け 、病院と 研究所が一体化し た 法人であ る 強みを

生かし て 認知症研究を 推進し て いま す。  

 

○ 公益財団法人東京都医学総合研究所では取り 組むべき 課題の１ つに「 認

知症」 を 位置づけ 、認知症発症のメ カ ニ ズ ム やそ の進行機序の解明に係る 研

究を 行っ て いま す。  

 

課題と 取組の方向性 
＜＜課課題題１１＞＞認認知知症症のの人人のの増増加加へへのの対対応応  

○ 都は、認知症の人が増加し て いる 現状等を 踏ま え て 、認知症の人が尊厳を

保持し つつ希望を 持っ て 暮ら すこ と がで き る よ う 、 区市町村を 始めと し た

関係機関と 連携し 、 様々な 施策を 進めて いく こ と が必要です。  
 

 
   

（（取取組組１１））認認知知症症施施策策のの総総合合的的なな推推進進  

○ 認知症の 人が 尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て 暮ら すこ と が で き る よ

う 、「 東京都認知症施策推進会議」 において 、 中長期的な 施策を 検討し て

いき ま す。  

 

○ 国が今後策定する 認知症施策推進基本計画の内容を 踏ま え 、 都の実情

に即し た 認知症施策推進計画の策定について も 検討し ま す。  
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＜＜課課題題２２＞＞普普及及啓啓発発・・本本人人発発信信支支援援  

○ 認知症の人やそ の家族が地域のよ い 環境で 自分ら し く 暮ら し 続け る た め

には、都民の認知症に対する 理解を よ り 深める と と も に、認知症の人本人が

自身の希望や必要と し て いる こ と 等を 自ら の言葉で 語り 、 希望を 持っ て 暮

ら すこ と ができ る 姿等を 発信する 機会を 確保する こ と が必要です。  
 

 
 

＜＜課課題題３３＞＞認認知知症症のの予予防防のの必必要要性性  

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧改善等の生活習慣病の予防、社会参加に

よ る 社会的孤立の解消や役割の保持等が認知症予防に資する 可能性が示唆

さ れて いま す。地域でこ う し た 活動に参加でき る 環境の整備を 進め、認知症

の発症遅延やリ ス ク 低減、早期対応等、認知症予防に資する 可能性のあ る 取

組を 推進し て いく 必要があ り ま す。  
 

 
 

＜＜課課題題４４－－１１＞＞早早期期診診断断・・早早期期支支援援  

○ 地域包括支援セ ン タ ーやかかり つけ 医等が、 認知症疾患医療セ ン タ ー等

の専門機関と 連携し 、 認知症の疑いがあ る 人に早期に気づいて 適切に対応

する と と も に、 本人・ 家族等が支援を 希望し た 場合には、 適切に支援する 必

要があ り ま す。  

（（取取組組２２））普普及及啓啓発発及及びび本本人人発発信信支支援援のの推推進進  

○ 認知症のポ ータ ルサイ ト 「 と う き ょ う 認知症ナビ 」 において 、 認知症の

基礎知識や相談窓口等を 分かり やすく 紹介し て 都民への情報発信を 充実

し て いく ほか、都民向け シ ン ポ ジ ウ ム の開催な ど 、都民の認知症に関する

理解を 促進し て いき ま す。  

 

○ 東京都の認知症本人大使を 任命し 、 シ ン ポ ジ ウ ム の場な ど で 体験等を

語っ て も ら う な ど 、 認知症の人本人から の発信を 支援し て いき ま す。  

（（取取組組３３））認認知知症症のの発発症症やや進進行行をを遅遅ららせせるるたためめのの取取組組・・研研究究のの推推進進  

○ 国立研究開発法人国立長寿医療研究セ ン タ ー・ 地方独立行政法人東京

都健康長寿医療セ ン タ ー等の研究機関が 開発し た 認知症予防プロ グ ラ ム

の活用や、 認知症疾患医療セ ン タ ー等の 認知症専門医療機関と の連携な

ど によ り 、 認知症予防に取り 組む区市町村を 支援し ま す。  

 

○ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療セ ン タ ーで は、 保有する 生体試

料、画像データ 等のビ ッ グ データ を 取り ま と め、認知症研究の基盤と し て

構築し た データ ベース について 、 オープ ン データ と し て 利活用を 図る ほ

か、 Ａ Ｉ 認知症診断シ ス テ ム について 、 医療現場での活用・ 普及を 図る な

ど 、Ａ Ｉ 等を 駆使し た 新た な 認知症予防の取組を 推進し 、実用化につな げ

て いき ま す。  
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○ ま た 、 本人自身が早く 気づき 、 早期対応でき る よ う 、 適切に情報提供及び

支援を 行う こ と も 必要です。  
 

 
 

＜＜課課題題４４－－２２＞＞医医療療提提供供体体制制のの整整備備  

○ 認知症は原因疾患や進行段階によ り 症状等が異な る た め、鑑別診断後、そ

の進行段階等に応じ た 適切な 医療の提供が必要です。  

 

○ ま た 、身体合併症や行動・ 心理症状を 発症する 認知症の人が多いこ と から 、

地域の多く の医療機関が、そ の機能や特性に応じ て 、認知症の人の症状が悪

化し た と き な ど に連携し 、 適切に対応でき る 診療体制の整備が必要です。  

 

○ 地域の関係機関と 連携し て 本人や家族等を 支え る 認知症サポ ート 医の活

動を さ ら に活性化し て いく 必要があ り ま す。  

 

○ 令和 5 年 1 2 月に販売が開始さ れた 認知症抗体医薬は、 対象が早期のア

ルツ ハイ マ ー病に限定さ れて いる こ と や、投与開始前に必要と な る 検査、投

与開始後の頻繁な フ ォ ロ ーア ッ プ等がで き る 医療機関が限ら れる こ と 、 投

与対象と な ら な い方への適切な 配慮や治療対応が必要で あ る こ と 等の課題

があ り ま す。  
 

 

（（取取組組４４－－１１））早早期期診診断断・・早早期期支支援援のの推推進進  

○ 認知症検診と 検診後の支援のし く みづく り を 進め る と と も に、 段階に

応じ て 適切な 支援が受け ら れる 体制づく り を 推進し て いき ま す。  

 

○ 区市町村に 配置し た 認知症支援コ ーディ ネ ータ ーと 、 地域拠点型認知

症疾患医療セ ン タ ーの 認知症ア ウ ト リ ーチチーム が連携し て 、 受診困難

な 認知症の人等を 訪問し 、 早期に 医療や介護のサ ービ ス に つな げる 取組

を 進めて いき ま す。  

 

○ 認知症ア ウ ト リ ーチチーム が培っ た 訪問支援のノ ウ ハウ を 提供する な

ど 、 区市町村におけ る 認知症初期集中支援チーム の円滑な 活動を 支援し

ま す。  

（（取取組組４４－－２２））医医療療提提供供体体制制のの整整備備  

○ 各区市町村（ 島し ょ 地域等を 除く 。） に設置し た 認知症疾患医療セン タ

ーにおいて 、 専門医療を 提供する と と も に、 医療機関同士及び医療・ 介護

の連携を 推進する ほか、 地域の医療・ 介護従事者の人材育成や、 身体合併

症や行動・ 心理症状を 有する 認知症の人を 地域で 受け 入れる 体制づく り

を 進めて いき ま す。  
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認知症の経過と 医療依存度 

 

資料： 東京都福祉保健局「 東京都認知症対策推進会議 医療支援部会報告書」（ 平成 2 1 年 3 月）  

高齢期特有の疾患や大腿骨頚部骨折（特に中等度の場合）など一般的な身体疾患

認
知
症
医
療

身
体
医
療

認知症（疑い含む）に関する相談（受診先等）

抑うつ症状

いらいら感

性格変化

中核症状
会話能力の喪失
基本的ADL能力の喪失・失禁
覚醒・睡眠リズム不明確化

歩行＆座位維持困難
嚥下機能低下→肺炎等のリスク

呼吸不全

看取りに向け
た全人的医療

認知症特有のリスクを踏
まえた全身管理行動・心理症状をもたらす身体症状の改善

行動・心理症状をもたらす水分電解質異常・便秘・発熱・薬の副作用

身体疾患そのものに対する適切な医療

向精神薬の投与など適切な薬物療法による、
激しい行動・心理症状への対応

抑うつ・不眠・食欲低下等の治療

中核症状の進行抑制（薬物療法）

告知→生活方針、医療側との意識共有

他の疾患の鑑別→疾患に応じた治療

薬物療法による副作用の除去

中核症状
記憶障害、見当識障害の進行

（近時記憶から）

趣味・日課への興味の薄れ

家事の失敗

行動・心理症状等
もの盗られ妄想・嫉妬妄想・抑うつ・

不安から来る身体的不調の訴え等

の精神症状

中核症状
記憶障害の進行
会話能力の低下（理解力の低下）
基本的ADL（着脱衣、入浴）での部分的介助
慣れた道で迷うなど、失認、場所見当識障害

行動・心理症状等
徘徊・多動・攻撃的言動・異食等の行動障害、妄想・幻
覚・せん妄等の顕著化

軽度認知障害 軽度 中等度 高度 終末期

認知症に

関する医

療依存度

診察＆検査＆診断 治療方針＆生活支援方針の組み立て 症状の進行に合わせて随時見直し

身体に関

する医療

依存度

（アルツハイマー病等変性疾患の場合）

○ 島し ょ 地域等の認知症疾患医療セン タ ー未設置地域について は、地方独

立行政法人東京都健康長寿医療セン タ ーに設置し た「 認知症支援推進セン

タ ー」 の認知症専門医等が、 医療従事者等に対する 相談支援、 訪問研修等

を 実施し 、未設置地域におけ る 認知症の人と 家族への支援体制の充実を 図

り ま す。  

 

○ 認知症抗体医薬によ る 治療について 、都民への正し い理解の促進を 図る

と と も に専門職の人材育成等を 進める こ と に加え 、区市町村によ る 早期診

断と 継続的な 支援の取組を 促進し て いき ま す。  

 

○ 身近な 地域におけ る 医療・ 介護の一層の連携と 認知症対応力の向上を 図

る た め、地域包括支援セ ン タ ー等と 積極的に連携する 認知症サポ ート 医を

認定する な ど 、 認知症サポ ート 医の活動の活性化を 図り ま す。  
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認知症疾患医療セン タ ーの指定状況（ 令和５ 年 1 2 月１ 日現在）  
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＜＜課課題題４４－－３３＞＞医医療療従従事事者者・・介介護護従従事事者者等等のの認認知知症症対対応応力力向向上上  

○ かかり つけ 医によ る 健康管理やかかり つけ 歯科医によ る 口腔機能の管理、

かかり つけ 薬局におけ る 服薬指導、病院や診療所・ 訪問診療等の場面におけ

る 医師、看護師等によ る 支援等の場において 、認知症の疑いがあ る 人に早期

に気づいて 適切に対応し て いく こ と が重要です。  
 

 
 

＜＜課課題題４４－－４４＞＞認認知知症症ケケアアのの質質のの向向上上とと意意思思決決定定支支援援のの推推進進  

○ 行動・ 心理症状（ Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ） は、 認知症の人の在宅生活の継続を 困難にす

る 大き な 要因と な り ま すが、環境を 整え た り 、関わり 方の工夫を し た り する

こ と 等によ り 、 症状の軽減が期待でき る た め、「 日本版Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ケ ア プロ グ

ラ ム 」 の一層の普及が必要です。  

 

○ 人生の最終段階にあ っ て も 本人の尊厳を 尊重し た 医療・ 介護等が提供さ

れる よ う 、多職種協働によ り 、あ ら かじ め本人の意思決定を 支援する 取組を

推進する 必要があ り ま す。  

（（取取組組４４－－３３））医医療療・・介介護護従従事事者者のの認認知知症症対対応応力力のの向向上上  

○ かかり つけ 医、 歯科医師、 薬剤師、 看護師な ど 高齢者に身近な 医療従事

者等が、認知症の疑いのあ る 人に早期に気づき 、適切な 支援につな げる と

と も に、 認知症の人の状況に応じ た 適切な ケ ア や、 口腔管理、 服薬管理な

ど が行え る よ う 、 認知症対応力向上研修を 実施し て いき ま す。  

 

○ 認知症支援推進セ ン タ ーにおい て 、 認知症サポ ート 医等の専門職に対

し 、診療技術の向上等に資する 実践的な 研修を 実施する 等、地域において

認知症ケ ア に携わる 医療専門職等の人材を 育成し ま す。  

 

○ 全て の区市町村が設置する 認知症初期集中支援チーム 及び認知症地域

支援推進員が円滑に活動でき る よ う 、 研修の受講促進を 図り ま す。  

 

○ 介護従事者に対し て 認知症介護に関する 基礎的及び実践的な 研修等を

実施する ほか、認知症介護指導者等を 引き 続き 養成し 、認知症ケ ア の質の

向上を 図っ て ま いり ま す。  
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＜＜課課題題４４－－５５＞＞家家族族介介護護者者のの負負担担軽軽減減  

○ 認知症の人を 支え 、家族介護者の負担を 軽減し 、認知症の人と 家族が安心

し て 暮ら せる よ う にする た めには、 身近な 地域で、 必要な 医療・ 介護・ 生活

支援等を 受け ら れる こ と が重要です。  
 

 
 

＜＜課課題題５５－－１１＞＞認認知知症症ババリリアアフフリリーー及及びび社社会会参参加加支支援援のの推推進進  

○ 移動、 消費、 金融手続き 、 公共施設な ど 、 生活のあ ら ゆる 場面で、 認知症

にな っ て から も で き る 限り 住み慣れた 地域で 普通に暮ら し 続け て いく た め

の障壁を 減ら し て いく「 認知症バリ ア フ リ ー」 の取組を 推進する 必要があ り

ま す。  

 

○ 認知症の人を 含む高齢者が元気で 心豊かに自分ら し く 過ご すには、 一人

ひと り の希望に応じ て 地域や社会で活躍でき る 環境を 整え る こ と が求めら

れて いま す。  

 

（（取取組組４４－－４４））日日本本版版ＢＢＰＰＳＳＤＤケケアアププロロググララムム及及びび意意思思決決定定支支援援をを普普及及・・推推進進  

○ 認知症にな っ て も 住み慣れた 地域で 暮ら し 続け ら れる よ う 、 公益財団

法人東京都医学総合研究所と 協働し て 、「 日本版Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ケ ア プ ロ グ ラ

ム 」 の都内全域への普及を 図り ま す。  

 

○ 医療・ 介護従事者が、本人の意思を 尊重し な がら 診療や支援を 行う と と

も に、 本人の特性に応じ た 意思決定支援が行え る よ う 、「 認知症の人の日

常生活・ 社会生活におけ る 意思決定支援ガイ ド ラ イ ン 」 を 活用し て 、医療・

介護従事者への研修を 充実し て いき ま す。  

（（取取組組４４－－５５））家家族族介介護護者者のの介介護護負負担担軽軽減減にに向向けけたた取取組組のの推推進進  

○ 東京の地域特性を 踏ま え 、 地域の多様な 人的資源・ 社会資源によ る ネ

ッ ト ワ ーク づく り を 進め、 認知症の人と 家族を 支え る 地域づく り を 支援

し ま す。  

 

○ 介護者支援の拠点と な る 医療機関と 連携し た 認知症カ フ ェ の設置や家

族会の活動の支援な ど 、 地域の実情に応じ て 、 認知症の人と 家族の支援

に取り 組む区市町村を 支援し ま す。  

（（取取組組５５－－１１））認認知知症症ババリリアアフフリリーーのの推推進進及及びび社社会会参参加加へへのの支支援援  

○ 国が今後策定する 認知症施策推進基本計画の内容を 踏ま え 、 認知症バ

リ ア フ リ ーの一層の推進について 、 検討し て いき ま す。  

 

○ 認知症の人、 家族、 医療福祉関係者、 地元企業等の多様な 市民が話し 合

い、認知症の人が地域の一員と し て 自分の役割を 持て る よ う 、認知症の人

の社会参加を 促進する 取組を 推進し て いき ま す。  
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＜＜課課題題５５－－２２＞＞認認知知症症のの人人とと家家族族をを地地域域社社会会全全体体でで支支ええるる環環境境のの整整備備  

○ 認知症の人を 支え 、家族介護者の負担を 軽減し 、認知症の人と 家族が安心

し て 暮ら せる よ う にする た めには、 身近な 地域で、 必要な 医療・ 介護・ 生活

支援等を 受け ら れる こ と が重要です。  
 

 
 

＜＜課課題題５５－－３３＞＞若若年年性性認認知知症症へへのの対対応応  
○ 若年性認知症は働き 盛り 世代で発症する た め、 就労の継続や経済的な 問

題、 多重介護な ど 高齢期に発症する 認知症と は異な る 特有の課題があ り ま

す。 若年性認知症の人や家族への支援体制を 強化し て いく 必要があ り ま す。 
 

（（取取組組５５－－２２））認認知知症症のの人人とと家家族族をを支支ええるる地地域域づづくくりりのの推推進進  

○ 区市町村の認知症地域支援推進員が、 医療機関、 介護サービ ス 事業所、

地域包括支援セ ン タ ー等地域の 関係機関の 連携を 図る た め の 支援を 行う

と と も に、 認知症カ フ ェ な ど の認知症の人や家族が集う 取組等を 推進し ま

す。  

 

○ 認知症の 人や家族の ニ ーズ 等と 認知症サ ポ ータ ーを 中心と し た 支援を

つな ぐ 仕組みであ る 「 チーム オレ ン ジ 」 を 区市町村が整備でき る よ う 、 そ

の中核と な る チーム オレ ン ジ コ ーディ ネ ータ ーの養成を 行いま す。  

 

○ チーム オレ ン ジ の立ち 上げや活動を 、 区市町村の状況に応じ て き め細か

に支援し ま す。  

 

○ 認知症の人の行方不明・ 身元不明について 、 区市町村におけ る Ｇ Ｐ Ｓ 機

器の活用やネ ッ ト ワ ーク づく り の支援等を 通じ て 、 早期解決が図れる よ う

取り 組んでいき ま す。  

 

○ 認知症高齢者グ ループホ ーム 、 小規模多機能型居宅介護事業所や認知症

対応型通所介護事業所な ど 、 認知症の人と 家族の地域生活を 支え る 介護サ

ービ ス 基盤の整備を 進めて いき ま す。  
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＜＜課課題題６６＞＞認認知知症症にに関関すするる研研究究  

○ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療セ ン タ ーには、 認知症に関する エ

ビ デン ス と な る 臨床・ 研究に係る 膨大な データ が蓄積さ れて おり 、こ れら の

データ を 活用し 、認知症と の共生・ 予防に向け た 研究を 進めて いく こ と が必

要です。  

 

○ 認知症の治療法や予防法の開発には 、 認知症の発症メ カ ニ ズ ム を 明ら か

にし て いく 必要があ り ま す。  
 

 

（（取取組組５５－－３３））若若年年性性認認知知症症施施策策のの推推進進  

○ 若年性認知症の人を 早期に適切な支援に結び付けら れる よ う 、 都内２ か所

の「 若年性認知症総合支援セン タ ー」 でワ ン ス ト ッ プの相談対応を 行う と と

も に、 地域包括支援セン タ ー職員など の支援者向け研修等を 実施し ま す。  

 
○ 医療機関を 対象に、 若年性認知症と 診断さ れた 人へ早期に適切な 支援を

提供し 、 ま た 適切な 関係機関へ繋がる よ う 、 知識・ ノ ウ ハウ の習得を 図る

た めの研修会を 開催し ま す。  

 

○ 若年性認知症の理解を 深める た めの普及・ 啓発を 行う と と も に、 若年性

認知症の人の居場所づく り や社会参加の促進等を 支援し ま す。  

 

○ 身近な 地域で支援が受け ら れる よ う 、 家族会への支援、 若年性認知症の

人の活動を 支援する た めの拠点整備に取り 組む区市町村を 支援し ま す。  

（（取取組組６６））認認知知症症にに関関すするる研研究究のの推推進進  

○ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療セン タ ーで は、 認知症の原因や

診断マーカ ーと な る タ ン パク 質や糖鎖等の解析、 認知運動機能に異常を

も た ら す神経回路の解析や加齢に伴う 中枢運動機能低下に関する 研究に

取り 組んでいき ま す。  

 ま た 、 農園や空き 店舗等の既存の 地域資源を 新た な 着想によ り 利活用

する と と も に、 多様な 社会参加の機会を 提示する こ と によ り 共生社会の

実現に資する 研究や、 軽度認知障害高齢者な ど に対する 介入研究を 通し

て 、 支援プロ グ ラ ム の確立や普及に取り 組んでいき ま す。  

 

○ セン タ ーが保有する 生体試料、 画像データ 等のビ ッ グ データ を 取り ま

と め、 認知症研究の基盤と し て 構築し た データ ベース について 、 オープ

ン データ と し て 利活用を 図る ほか、 認知症医療の質の向上等を 目的と し

て 構築し た Ａ Ｉ 認知症診断シ ス テ ム について 、 医療現場での活用・ 普及

を 図る な ど 、 Ａ Ｉ 等を 駆使し た 新た な 認知症予防の取組を 推進し 、 実用

化につな げて いき ま す。  
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事業推進区域  
○ 認知症：区市町村 

 

 

評価指標  
 

取組 指標名 現状 目標値 

取組４ －１  
認知症の早期診断・ 早期支援に

取り 組む区市町村数 

2 2 区市町 

（ 令和４ 年度末）  
6 2 区市町村 

取組４ －２  
認知症サ ポ ート 医養成研修修

了者数 

1 ,6 6 8 人 

（ 令和４ 年度末）  
2 ,0 0 0 人 

取組５ －２  
チ ーム オ レ ン ジ の 整備に 取り

組む区市町村数 

1 7 区市町 

（ 令和４ 年度末）  
6 2 区市町村 

 

○ 公益財団法人東京都医学総合研究所では、 患者の 脳に蓄積し た タ ン パ

ク 質凝集体を 高純度で抽出でき る 独自に開発し た 生化学的抽出手法を 用

いて 、 認知症発症メ カ ニ ズ ム の解明を 進め、 治療法・ 予防法の開発に向

け た 基礎研究を 推進し て いき ま す。  


